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厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 
「小規模事業者等における HACCP 導入支援に関する研究」 

令和２年度分担研究報告書 
 
 

各国の食品取扱事業者等へのCOVID-19関連情報提供の調査 

 
研究分担者  窪田邦宏  国立医薬品食品衛生研究所安全情報部第二室長 
研究協力者  天沼 宏  国立医薬品食品衛生研究所安全情報部第二室 
        田村 克  国立医薬品食品衛生研究所安全情報部第二室 
 
 

研究要旨： 平成 28 年 3 月より「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」に

おいて HACCP の制度化のための具体的な枠組みの検討が行われ、同年 12 月に最

終取りまとめが公表された。これを受け、平成 30 年 6 月に食品衛生法等が改正さ

れ、全ての食品等事業者に対して HACCP による衛生管理を義務づけることとして

いる。一方、小規模事業者等に対してコーデックスが規定する HACCP の導入をそ

のまま義務づけることは困難であり、小規模事業者等に対する弾力的な運用につい

ての検討および科学的知見の提供等の支援が必要である。 

 本分担研究では、食品業種ごとの海外における制度の運用状況を把握するために

これまで各国で衛生監視指導に同行しての実際の運用状況の確認を行ってきた。本

年度は世界各国での COVID-19 の蔓延により海外調査が実施不可能となったため、

各国における食品取扱事業者等へのCOVID-19に関連する情報提供や衛生監視業務

の変更点等に関する調査を行なった。 

 国際機関および各国政府機関は COVID-19 発生初期から Web ページを介して消

費者および食品事業者に各種情報提供を行なっていた。また Q&A 等で具体例を示

すことで現場でより理解しやすくなる工夫を行なっていた。推奨事項としては、ど

の機関も食品に関しては通常の衛生管理対策を行えば他のウイルス同様に問題が

ないという内容であった。国（自治体）によっては、通常は配送やテイクアウトが

認められていない事業者にも、HACCP の考え方にもとづく衛生管理が確保されて

いれば、現行の登録で配送やテイクアウトを可能にするなどの対応も行なってい

た。同時に新規で食品配達・テイクアウト事業を始める人には食品事業者として登

録するよう呼びかけていた。いずれも現場で理解しやすいように実例を交えた説明

文になっていた。 
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 COVID-19 への対応で、各事業者の衛生管理への意識が高まったと考えられる。

今後、各事業者における HACCP の概念の理解をさらに推進することで、衛生管理

に対する意識向上や問題点の改善意欲を高めることが可能になると期待できる。 

 

Ａ. 研究目的 

平成 28 年 3 月より「食品衛生管理の国

際標準化に関する検討会」において、

HACCP の制度化のための具体的な枠組み

の検討が行われ、同年 12 月に最終取りま

とめが公表された。これを受け、平成 30
年 6 月に食品衛生法等を改正し、全ての食

品等事業者に対して HACCP による衛生管

理を義務づけることとしている。一方、小

規模食品取扱い事業者（以下、小規模事業

者とする）に対してコーデックスが規定す

る HACCP の導入をそのまま義務づけるこ

とは困難であり、小規模事業者等に対する

弾力的な運用についての検討および科学的

知見の提供等の支援が必要である。本研究

では、HACCP の弾力的運用を必要とする

小規模事業者等が手順書の作成や製造過程

の検証手法の検討等に必要とする科学的知

見の収集、整理、提供を行うことを目的と

した。本分担研究では、本年度は世界各国

での COVID-19 蔓延により海外調査が実施

不可能となったため、各国における食品取

扱事業者等への COVID-19 に関連する情報

提供や衛生監視業務の変更点等に関する調

査を行ない、我が国における食品取扱事業

者に対する HACCP の弾力的な運用の可能

性について検討した。 
 
Ｂ. 研究方法 

 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
に関しては国際機関、各国政府機関から原

因ウイルスである新型コロナウイルス

（SARS-CoV-2）をはじめ、感染対策に関す

る様々な情報がWebページ上で数多く提供

されている。その中から、食品安全関連で重

要と思われるものを選出し、特に食品事業

者向けと思われる情報に関して調査した。

調査対象は英語で情報提供がなされている

ページに限定した。全ての関連機関および

情報を紹介することは不可能なため特に特

徴的と思われた情報や各国で一般的に紹介

されていた内容をピックアップして紹介す

る。 
 
Ｃ. 研究結果 

 
一般消費者向け食品安全関連情報の提供 
 
 世界保健機関（WHO）は一般消費者に向

けて、食品を取扱う際の新型コロナウイル

ス対策の助言を 2020 年 1 月下旬の早い時

期からパンフレット等により提供しており、

その内容は通常の衛生管理対策を行えば他

のウイルス同様に問題がないという内容で

あった。その後、2 月 21 日に発行した

「 Coronavirus disease (COVID-2019) 
situation report-32」（資料１）において「食

品に関連した考察（SUBJECT IN FOCUS: 
Food related considerations）」としてコロ

ナウイルスは熱に不安定で、通常の加熱調

理温度（70℃）に感受性であることや、食

品を介する伝播は食品衛生対策および適切

な食品安全規範の遵守によって予防可能で
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あるとの情報提供を行なっていた。その後

も生鮮食品の喫食を介した感染の可能性と

それらの洗浄方法、食品包装でのウイルス

の生存や加熱済み食品の喫食を介しての感

染の可能性等の各種 Q&A 情報を適宜更新

していた（資料２）。 
 多くの政府機関や研究機関がウイルスの

性状や感染経路、ヒトからヒトへの感染に

関する情報を中心とした情報発信を行なっ

ていた中、ドイツ連邦リスクアセスメント

研究所（BfR）は早い時期（2020 年 1 月 29
日、資料３）から食品に関連する情報を多く

提供していた。提供された情報としては、そ

の時点で食品を介した感染報告はないこと、

飛沫を介した食品の汚染の可能性、洗浄や

加熱による汚染食品のリスク軽減等につい

てであった。また通常の記事に加え、「食品

や物を介して新型コロナウイルスの感染は

起きうるか」について Q&A での情報発信

を定期的に行なっていた（資料４）。さらに

2020 年 3 月から約 500 人のモニター調査

を週 1 回、定期的に行い（Bfr-Corona-
Monitor）、一般市民の新型コロナウイルス

に対する意識調査を実施していた。その中

には感染経路をどう考えるかの質問項目が

あり、食品由来の可能性があると考えてい

る人の割合は 2020 年 3 月から 2021 年 1 月

まで、継続して 8-15%程度であった（資料

５）。 
 欧州食品安全機関（EFSA）も 2020 年 3
月 9 日に「コロナウイルス：食品が感染源

や伝播経路になることを示すエビデンスは

存在しない」と題したニュース記事を発表

した（資料６）。 
 他 に カ ナ ダ 政 府 （ Government of 
Canada）、スコットランド食品基準庁

（Food Safety Scotland）、オーストラリア・

ニュージーランド食品基準局（FSANZ）等

からも同様の情報提供がなされた。 
 
食品事業者向け食品安全関連情報の提供 
 
 米国では食品医薬品局（US FDA）が 2020
年 3 月から Q&A 等で食品製造現場等への

情報提供を積極的に行なっていた。また監

視員への感染防止のために同月から事業所

への通常の監視業務を一時的に中止してい

たが、以前のような抜き打ち査察ではなく

事前通知を行なってからの査察等の新しい

手法により国内の監視業務を再開すると

2020 年 7 月 10 日に声明を発表した（資料

７）。 
 FDA はまた 2020 年 8 月 19 日に米国労

働安全衛生局（OSHA）と連携し、COVID-
19 の流行期間に食品業界を支援するため

に共同でチェックリスト「COVID-19 パン

デミック時の食品・動物用飼料事業におけ

る従業員の健康管理および食品安全のため

のチェックリスト（Employee Health and 
Food Safety Checklist for Human and 
Animal Food Operations During the 
COVID-19 Pandemic）」を作成したと発表

した（資料８）。このチェックリストは、FDA、

CDC および OSHA が提供する現行のガイ

ダンスをもとに作成され、事業運営が

COVID-19 による影響を受けた場合に、職

場での従業員の健康、社会的距離の確保お

よび食品安全について食品事業者が評価を

行う際に参考資料として役立てることがで

きるようになっている（資料９）。チェック

リストは2部構成になっている。第1部は、

CDC および OSHA が作成したガイドライ
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ンにもとづき、COVID-19 の拡散を最小限

に抑えることを目的とし、従業員の健康状

態の把握、感染疑い者のスクリーニングお

よび職場内で社会的距離を確保するための

人員の配置に焦点が置かれている。第 2 部

は、現行の規則にもとづく食品安全要件が

中心で、食品事業者が COVID-19 に関連し

て作業内容を変更する際の食品安全規範へ

の潜在的な影響を評価することに役立つも

のである。食品安全に影響を及ぼす可能性

があるいくつかの作業内容の変更例として

は、施設の閉鎖、食品安全担当者の変更、納

入業者・原材料の変更等が挙げられ、既存の

HACCP プランや衛生対策が妥当であるか

の再評価が必要であるとしている（資料１

０）。 
 英国でも早くから英国食品基準庁（UK 
FSA）やスコットランド食品基準庁（FSS）
が食品事業者向けの Q&A やアドバイスを

提供していた。食品を通常取り扱う際の

HACCP の考え方に基づく食品衛生規範に

沿っていれば、それが SARS-CoV-2 への対

応となり、COVID-19 感染の心配はないと

アドバイスしていた。また、コロナ禍の事業

運営の変更点としては、従業員同士の距離

を保つこと、マスクや手袋の着用等を指導

していた。また、COVID-19 対応により食

品製造手順等に変更があった場合には、

HACCP の原則に基づいて再度リスク評価

を行い、衛生基準に問題が生じないよう指

導していた（資料１１）。さらに英国の地方

自治体では、既に食品取扱事業者として登

録している事業者に対し、本来は調理済み

食品の配送やテイクアウトを行う際には事

前に地元行政機関（保健所等）への計画申請

が必要であるが、それを特例として免除す

るようにしていた。また、新たに自宅等で食

品の提供（テイクアウトや配送）を始める場

合には食品事業者として登録するように案

内していた。その一例として英国 BCP
（Bournemouth, Christchurch and Poole 
Council）の Web ページを引用する（資料

１２）。 
 アイルランドにおいてもアイルランド食

品安全局（FSAI）が食品事業者向けに助言

を公表していた（資料１３）。その内容は、

主に手洗いを頻繁に行うことを中心とした

通常の衛生管理の徹底であった。特に食品

取扱者に対し、始業前、加熱済み食品やその

まま喫食可能な（ready-to-eat）食品の取扱

い前、生の食品の取扱い後または調理後、廃

棄物の取扱い後、清掃実施後、トイレを使用

した後、鼻をかんだ後、くしゃみや咳をした

後、飲食や喫煙をした後、貨幣の取扱い後等

に手指を確実に洗浄するようアドバイスし

ていた。 
 オーストラリア・ニュージーランド食品

基準局（FSANZ）も早くから一般消費者お

よび事業者の両方に情報提供を行っていた。

事業者向けの内容としては、他の国と同様

に定期的な手洗い、器具の洗浄、従業員の健

康状態や衛生管理の徹底、ヒトとヒトとの

距離を保つこと（Social Distancing）を推

奨していた。また、食器や食品が接触する表

面を清潔に保つことに加えて、ドアノブ、冷

蔵庫の取っ手、水道の蛇口、スイッチ類、タ

ッチスクリーン等の触る頻度の高い部分の

頻繁な洗浄を推奨していた。食品配達事業

者には、衛生管理、食品の取扱い、温度管理、

輸送に関する各種基準を遵守するよう推奨

していた。また、暖かい料理と冷たい料理を

分けるようにも指導していた（資料１４）。 
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 以上のように各国では、食品取扱事業者

が従来行なってきた衛生管理を継続するこ

と、洗浄等の場所の確保や頻度を上げるこ

とがCOVID-19への感染防止対策となると

していた。また、食品配送業の申請を緩和す

る等で食品事業者を支援しつつ、安全性を

確保するためのアドバイスをWebページか

ら提供していた。 
 食品包装や貿易による感染拡大の可能性

が指摘され始めた中、2020 年 9 月 3 日に国

際食品微生物規格委員会（ICMSF）が正式

に新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の食

品からの感染のエビデンスは現時点では報

告されていないという見解を発表し、その

中で「食品安全を脅かす懸念および食品が

感染経路となる懸念を理由に、一部の国で

食品の輸入制限、輸入製品の検査、COVID-
19 非汚染申告書・証明書の提出要請などが

行われている。食品が SARS-CoV-2 の重要

な感染源または感染媒介物であることを証

明する正式な文献は存在しないため、

ICMSF は、上記の措置を科学的に正当化で

きないと判断している。」とした（資料１５）。

国際機関や各国政府機関はこの評価を引用

することで食品流通の継続の妥当性を発表

していた。 
 
Ｄ. 考察 

 
 国際機関および各国政府機関は COVID-
19 発生初期から Web ページを介して消費

者および食品事業者に各種情報提供を行な

っていた。また Q&A 等で具体例を示すこ

とで現場でより理解しやすくなる工夫を行

なっていた。推奨事項としては、どの機関も

食品に関しては通常の衛生管理対策を行え

ば他のウイルス同様に問題がないという内

容であった。国（自治体）によっては、通常

は配送やテイクアウトが認められていない

事業者にも、HACCP の考え方にもとづく

衛生管理が確保されていれば、現行の登録

で配送やテイクアウトを可能にするなどの

対応を行なっていた。同時に新規で食品配

達・テイクアウト事業を始める人には食品

事業者として登録するよう呼びかけていた。

いずれも現場で理解しやすいように実例を

交えた説明文になっていた。 
 
Ｅ. 結論 

 

 国際機関や各国政府機関は、食品事業者

に向けて具体的な情報発信をすることで、

各事業者による SARS-CoV2 への感染対策

の支援となるよう配慮していた。また、それ

まで公的機関による正式な発表が少なかっ

た中で ICMSF が正式な文書を公表したこ

とは、他の国際機関、各国政府機関の情報発

信の活発化に貢献したと考えられる。 
 日本でも厚生労働省が食品事業者向けに

「新型コロナウイルスに関する Q&A（関連

業種の方向け）Web ページ」を作成して、

海外同様の情報提供を行なっている。また

各自治体も同様に各種情報提供を行ってい

る。今後もこれらの情報発信をより詳細に

行なっていくことで事業者の対応が迅速か

つ安全になると考えられる。COVID-19 へ

の対応で、各事業者の衛生管理への意識が

高まっていると考えられる。今後、各事業者

における HACCP の概念の理解をさらに推

進することで、衛生管理に対する意識向上

や問題点の改善意欲を高めることが可能に

なると期待できる。 
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対する意識向上や問題点の改善意欲を高め

ることが可能になると期待できる。 
 
Ｆ. 研究発表 
１．論文発表 
 
1. 窪田邦宏，田村克，天沼 宏，溝口嘉範.

海外における小規模食品事業者に対す

る HACCP 指導の状況 1：米国におけ

る小規模食品事業者に対する衛生監視

指導. 食品衛生研究 2020; 70(8): 33-49. 
2. 窪田邦宏，田村克，天沼 宏，溝口嘉範.

海外における小規模食品事業者に対す

る HACCP 指導の状況 2：デンマーク

における小規模食品事業者に対する衛

生監視指導 . 食品衛生研究  2020; 
70(11):33-47. 

3. 窪田邦宏，田村克，天沼 宏，溝口嘉範.
海外における小規模食品事業者に対す

る HACCP 指導の状況 3：フランスに

おける小規模食品事業者に対する衛生

監視指導. 食品衛生研究 2021; 71(1): 
15-30. 

 
２．学会発表 
なし 
 
Ｇ. 知的財産権の出願・登録状況 
なし 
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資料 1: 世界保健機関（WHO）「Coronavirus disease (COVID-2019) situation report-32」 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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資料１:「食品に関連した考察（SUBJECT IN FOCUS: Food related considerations）」部

分 
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資料２：世界保健機関（WHO）「Coronavirus disease (COVID-19) pandemic」Q&A：食

品事業者向け特設 Web サイト「Coronavirus disease (COVID-19): Food businesses」 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-
answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-food-businesses 

 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-food-businesses
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-food-businesses
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資料３：ドイツ連邦リスクアセスメント研究所（BfR）の初期の食品関連情報提供の 1 例 
https://www.bfr.bund.de/cm/349/respiratory-tract-disorders-due-to-new-type-of-
coronavirus.pdf 

 
 

https://www.bfr.bund.de/cm/349/respiratory-tract-disorders-due-to-new-type-of-coronavirus.pdf
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資料４：ドイツ連邦リスクアセスメント研究所（BfR）の特設 Web ページ 
https://www.bfr.bund.de/en/a-z_index/covid_19_corona-244542.html 
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資料５：ドイツ連邦リスクアセスメント研究所（BfR）の「BfR-Corona-Monitor」Web ペ

ージ 

https://www.bfr.bund.de/en/bfr_corona_monitor-244792.html 
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資料６：欧州食品安全機関（EFSA）による新型コロナウイルスは食品が感染源や伝播経路

になることを示すエビデンスは存在しないと発表したニュース記事（2020 年 3 月 9 日） 

https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-
transmission-route 
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資料７：米国食品医薬品局（US FDA）の国内の監視業務を再開するとの声明（先頭部分の

み）【2020 年 7 月 10 日発表】 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-
fda-prepares-resumption-domestic-inspections-new-risk-assessment-system 
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資料８：米国食品医薬品局（US FDA）と米国労働安全衛生局（OSHA）による「COVID-
19 パンデミック時の食品・動物用飼料事業における従業員の健康管理および食品安全のた

めのチェックリストの発表（Employee Health and Food Safety Checklist for Human and 
Animal Food Operations During the COVID-19 Pandemic）」【2020 年 8 月 19 日発表】 

https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/employee-health-and-food-
safety-checklist-human-and-animal-food-operations-during-covid-19-pandemic 
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資料９：米国食品医薬品局（US FDA）と米国労働安全衛生局（OSHA）による「COVID-
19 パンデミック時の食品・動物用飼料事業における従業員の健康管理および食品安全のた

めのチェックリストの発表（Employee Health and Food Safety Checklist for Human and 
Animal Food Operations During the COVID-19 Pandemic）」 
https://www.fda.gov/media/141141/download 
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資料１０：米国食品医薬品局（US FDA）と米国労働安全衛生局（OSHA）による「COVID-
19 パンデミック時の食品・動物用飼料事業における従業員の健康管理および食品安全のた

めのチェックリスト（第 2 部） 
https://www.fda.gov/media/141141/download 
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資料１０：（続き） 
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資料１０：（続き） 
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資料１０：（続き） 
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資料１０：（続き） 

 

 

 

 

 



117 
 

資料１１：英国食品基準庁（UK FSA）が COVID-19 対応により食品製造手順等に変更が

あった場合への対応を発表 
https://www.food.gov.uk/business-guidance/adapting-food-manufacturing-operations-
during-covid-19 
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資料１２：英国 BCP（Bournemouth, Christchurch and Poole Council）の食品事業者向け

Web ページ 

https://www.bcpcouncil.gov.uk/News/News-Features/COVID-19/Employers-and-
businesses/food-delivery-and-takeaway-guidance.aspx 
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資料１３：アイルランド食品安全局（FSAI）の食品事業者向け特設 Web ページ 
https://www.fsai.ie/faq/coronavirus.html 
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資料１４：オーストラリア・ニュージーランド食品基準局（FSANZ）特設 Web ページ 
https://www.foodstandards.gov.au/consumer/safety/Pages/NOVEL-CORONAVIRUS-
AND-FOOD-SAFETY.aspx 
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資料１５：国際食品微生物規格委員会（ICMSF）の見解（2020 年 9 月 3 日） 
https://www.icmsf.org/wp-content/uploads/2020/09/ICMSF2020-Letterhead-COVID-19-
opinion-final-03-Sept-2020.BF_.pdf 
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